


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　９月２７日日本武道館に於いて安倍元首相の岸田
内閣主導による国葬としての葬儀が強行された。ここ
であえて強行としたのはこれを認めることができな
いと考えるからだ。まず国葬とするための法的な根
拠が無い。国葬として国費支出の定めも無い。日本
国憲法の下で国葬に当たるとされるのは皇室典範に
よる国民統合の象徴とした天皇が逝去した際に執ら
れる大喪の礼のみである。執行の予算は国会の審議
により決められなければならない。
岸田首相はこれらを全て無視した
うえ、主権者に到底説明でないこ
とを承知で国葬反対が賛成を上回
る世論の声を封じ、１２億円を使
う結果を歴史上に記すこととなっ
た。
▶こ︎こまではテレビ、新聞また出版物
などで報じられ論じられてきたところだが、
ここでは憲法を超えた事柄を時の首相が閣議
のみで決定し施行してしまったことを考えてみる。
２０１２年自民党は下野時に改憲草案を公表してい
る。その後’１８年の改憲四項目提示の一つ緊急事態
条項は草案の考えを基とした。この緊急事態条項の
草案第９８条で＜内閣は一存で緊急事態を宣言でき
る＞とし、第９９条１項に＜緊急事態が発せられた
ときは、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制

定することができる＞また＜財政上必要な支出と
自治体へ指示できる＞としている。まさしくこれ
を今回の国葬に当てはめたとも言えるのではない
か。内閣の一存で法律と同一のことを執行し国費
の支出そして行政組織に指示、これらをいとも簡
単に実現させてしまったということは、緊急事態
条項が改憲で存在するがごときになってしまった
とも言えるのではないか。今回の国葬執行は、安
倍首相が主導した集団的自衛権の容認とともに、
平和への追求また法の下の平等に反するものとし
て憲法違反と主権者国民は強く自覚する必要があ
る。
▶内︎閣の一存で何もかも決められてしまうなどと︎
︎︎︎︎︎︎︎︎いう恐ろしいことを私たち国民は経験して
︎︎︎︎︎︎しまったが、これを逆手にとれば緊急事態条
︎︎︎︎︎︎項がいかに危険であるかを今回の体験から語
︎︎︎︎︎ることができるということだ。銃撃事件は思
︎︎︎︎︎わぬ方向に発展し、自民党内に宗教に絡む歴
︎︎︎︎︎史的な深刻ともいえる問題を晒し出すことと
なった。不幸な事件は一方で課題を公に晒しやす
くしてきているともいえる。報道関係者には権力
からのブレーキが解かれ、視界が開けてきたので
はないか。忖度のない自由な報らせを期待したい。
　まだ主権者には民主主義への復元力は十分にあ
る。

閣議のみで決める緊急事態条項は恐ろしい
すでに改憲されたかのよう国葬強行

　10 月 27 日~11 月 1 日市役所 1 階ふれあい
ギャラリーで平和のつどい展が開催された。
　今年のテーマは、戦争の記憶と記録を語り継
ぐである。77 年前の戦争時の遺品や原爆写真
のほか、スタッフによる「現憲法の成り立ち」
や「現在も続く世界の戦争、紛争」等をパネル
で展示した。 幸せなことに私たちが住む日本
は 1945 年の敗戦以来、約 77 年間、戦争とは
無縁の国でした。それというのも憲法の力です。
　私たちにとって、戦争とは画面の中、教科書
の中の出来事だと言っても過言ではない。しか
し現実の世界を見れば戦争、紛争が行われてお
り、尊い命が失われている。どうしたら平和を
守ることが出来るのかとの議論が巷で盛んに行

　

 平和のつどい展に参加して 稲垣政夫_ _われている。そのような中で、私はある団体の
憲法連続講演会講演録「平和を求めて、これを
追い求めよ」を入手した。筆者はグローバル時
代を照らす憲法は闇を切り裂く光があると指摘
する。とりわけ 9 条で平和の不戦の誓、武力の
放棄ということを、それに加えて前文の中に光
の言葉を見出している。それは憲法前文の中の
三つのフレーズだ。日本国民は諸国民との協和
による成果を確保していく点、第二は平和を愛
する諸国民の公正と信義に信頼する点、第三は
いずれの国家も自国のことのみに専念して、他
国を無視してはならない点だ。 9 条が憲法前文
と共に政府に求められることは軍事力ではなく、
戦争の放棄と平和外交に基づいた国家の安全保
障政策を工夫することにあるのではなかろうか。

    


